
 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 

 鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６８回 鎌ケ谷市都市計画審議会資料

令和７年１１月１８日



生産緑地制度の概要

１

○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地に供する用地として適して
いる300㎡以上＊1の農地を都市計画に定め、建築行為や宅地の造成を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全
を図る。（生産緑地法 第３条第１項の規定より）

○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地では軽減措置が講じられている。

＜生産緑地地区の一例＞

＜手続の流れ＞ ＊1 令和２年３月１０日、条例により区域の最低規模を500㎡から300㎡以上に引き下げた。

（２月以内）

＜地方税法による税制措置＞

・ 固定資産税が農地課税 （生産緑地以外は宅地並み課税）

・ 相続税の納税猶予制度が適用 （生産緑地以外は適用除外）

生産緑地地区の都市計画決定（市）

建築等の行為制限＊２、農地等としての管理

買取申出

買い取る旨の通知 買い取らない旨の通知

農林漁業希望者へのあっせん

法律の目的に沿った
適切な管理

農地等として生産
緑地の管理

不調の場合
行為制限解除

営農の継続

（特別の事情が
ある場合に限る）

※土地所有者等の同意

（１月以内）

・主たる従事者の死亡等
・指定後30年経過＊３

【指定要件】
・ 300㎡以上＊1

・公共施設等の敷地として適する
・農林漁業の継続が可能 等

＊３ 特定生産緑地に指定
されている 場合は当該指
定から10年経過

＊２ 温室や農業用倉庫に加え、直売所や農家レストランも設置可能に



本市における生産緑地の経緯

２

平成４年１１月２４日 都市計画決定告示 １７５地区 約８２．７６ヘクタール

根拠：都市計画法第８条第１項（地域地区）
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
十四 生産緑地法第３条第１項の規定による生産緑地地区

令和６年１０月８日 第６７回 都市計画審議会
●議題１ 生産緑地の変更（３地区の廃止、２地区の一部廃止）

令和６年１１月２９日 都市計画決定告示 １２９地区 約５２．９３ヘクタール

平成２９年５月１２日 生産緑地法改正（平成３０年４月１日施行）
●面積要件緩和（500㎡以上→300㎡以上）●建築等の行為の制限（農家レストラン等の追加）  ●特定生産緑地の新設

農業従事者の死亡・故障に伴う廃止、地籍更生による
面積変更などに伴い適宜、都市計画変更

令和７年１１月１８日 第６８回 都市計画審議会
●議題１ 生産緑地の変更（４地区の廃止、２地区の一部廃止）

令和７年１２月２６日(予定)都市計画決定告示 １２５地区 約５１．２５ヘクタール（議題１）



生産緑地の見直し

３

◆ 農業従事者の死亡・故障や生産緑地指定後３０年経過の理由により、
買取申し出がなされ、所定の手続きを踏んだうえで行為の制限が解除
された生産緑地について、廃止、一部廃止の都市計画決定を行うもの。



番号

48 約 0.20ha 一部廃止 △約 0.29ha

52 約 0.29ha 一部廃止 △約 0.13ha

88 約　-　ha 廃止 △約 0.23ha

89 約　-　ha 廃止 △約 0.15ha

160 約　-　ha 廃止 △約 0.05ha

169 約　-　ha 廃止 △約 0.83ha

廃止 △約 1.26ha

一部廃止 △約 0.42ha

計 △約 1.68ha

　理　由

下記理由により、生産緑地地区の区域及び面積について本書のとおり変更を行うものである。

1

南初富二丁目Ｂ生産緑地地区

南初富二丁目Ｃ生産緑地地区

鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区

南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区

鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更（鎌ケ谷市決定）

鎌ケ谷都市計画生産緑地地区中４８号北中沢一丁目Ⅾ生産緑地地区ほか５地区を次のように変更する。

名　　　　称
面積 備考

生　産　緑　地　名

北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区

北中沢二丁目Ａ生産緑地地区

　生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１４条により、行為の制限が解除され、生産緑
地地区としての機能が失われたことに伴い廃止及び一部廃止を行う。

｢位置及び区域は、計画図表示のとおり」

約 0.49ha地区6合　　　　計



変更の内訳総括表

地区数 合計面積 地区数 合計面積

6地区 約－ha 約 1.68ha △約 1.68ha 125地区 約 51.25ha 129地区 約 52.93ha

変更後 変更前

生産緑地地区の全体の内容表今回の変更に関する区域

地区数 追　加 廃　止 面積の増減



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更一覧表（参考）

地区番号 生産緑地地区名 変更前面積 変更面積等 変更内容 変更理由 変更後面積 備　　　考

1 48 北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区 約0.49ha △約 0.29ha 一部廃止
生産緑地指定後30年

経過に伴う解除
約0.20ha

1 52 北中沢二丁目Ａ生産緑地地区 約0.42ha △約 0.13ha 一部廃止
生産緑地指定後30年

経過に伴う解除
約0.29ha

1 88 南初富二丁目Ｂ生産緑地地区 約0.23ha △約 0.23ha 廃止 主たる従事者の死亡 約　-　ha

1 89 南初富二丁目Ｃ生産緑地地区 約0.15ha △約 0.15ha 廃止 主たる従事者の死亡 約　-　ha

1 160 鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区 約0.05ha △約 0.05ha 廃止 主たる従事者の死亡 約　-　ha

1 169 南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区 約0.83ha △約 0.83ha 廃止 主たる従事者の死亡 約　-　ha

△約 1.68ha 約0.49ha 廃止及び一部廃止廃止、一部廃止　計 変更後面積計
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鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更

1
2

3 4

6

5

生産緑地№ 生産緑地地区

1 48 北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区

2 52 北中沢二丁目Ａ生産緑地地区

3 88 南初富二丁目Ｂ生産緑地地区

4 89 南初富二丁目Ｃ生産緑地地区

5 160 鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区

6 169 南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

48 北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

参考公図

参考公図

1455-12

1455-11

1455-101455-9
1455-7

1455-8

1455-12

1455-11

1455-10

1455-7

1455-9

1455-8



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

48 北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

③

①
②③

①



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

48 北中沢一丁目Ｄ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

②

②

③



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

52 北中沢二丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

参考公図

参考公図

1428-16

1428-17

1428-18

1428-19

1428-16

1428-17

1428-18

1428-19



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

52 北中沢二丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

①

③

②

①



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

52 北中沢二丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

②

③

②



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

89 南初富二丁目Ｃ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

参考公図

参考公図

924-2025
924-2024

924-113

924-2025

924-2024

924-113



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

89 南初富二丁目Ｃ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

③
②

①



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

89 南初富二丁目Ｃ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

②

②

③



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

88 南初富二丁目Ｂ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

参考公図

参考公図

924-313

924-132

924-115

924-313

924-132

924-115



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

88 南初富二丁目Ｂ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

③

②

①



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について 

88 南初富二丁目Ｂ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

②

②

③



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

160 鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

参考公図

参考公図

446-5

446-5



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

160 鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

①

①
③
②



鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

160 鎌ケ谷八丁目Ａ生産緑地地区

凡　　　　例

既決定区域

廃止区域

③

②



廃止区域

凡　　　　例

既決定区域

鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

169 南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区

参考公図

参考公図

185-2

185-1

185-2

185-1



廃止区域

凡　　　　例

既決定区域

鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

169 南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区

①

③

②

①



廃止区域

凡　　　　例

既決定区域

鎌ケ谷都市計画生産緑地地区の変更について

169 南鎌ケ谷二丁目Ｂ生産緑地地区

②

②

③
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